
近
代
移
行
期
に
お
け
る
真
宗
僧
の
自
他
認
識

―

超
然
の
排
耶
論
を
中
心
に
―
―

「
０
０
０
∽
コ
一●
∽ｒ
口
”
『一の
∽一∽・
【】●
Ｏ
①
『∽一”
●
０
一●
”
Ｏ
ｈ　
ヘハ
｝の
一「
．
”
●
０
　
（０
汀
ｒ
①
『８
０
ｃ
『一●
”
一，
の
、弓
『”
”
∽一一一〇
口
一〇
計，
①
て̈
【０
０
①
『”

「
の
ユ
０
０
¨
『
ｏ
ｏ
Ｃ
ａ
●
”
ｏ
●
一ｒ
ｏ
Ｒ＞
ｂ
Ｌ
ｏＯ

，
ユ
∽Ｌ
”
●
↓

，
①
ｏ
『く
８
（口
”
一く
”
『ｏ
”
）
σ
く
Ｏ
ｒ
Ｏ
●
①
”

岩

田

真

美

雪

壺

冒

じ

は
じ
め
に

江
戸
時
代
の
仏
教
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
対
策
と
し
て
の
宗
門
改
め
、
寺
請
制
度
な
ど
、
江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
に
よ

っ
て
、
い
わ

ば
特
別
な
保
護
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め

「自
己
」
の
在
り
方
や
存
在
意
義
を
問
う
よ
う
な
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な

か

つ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
幕
末
か
ら
維
新
期
に
か
け
て
、
幕
藩
体
制
の
崩
壊
と
と
も
に
、
排
仏
思
想
の
横
行
、
キ
リ
ス
ト

教
の
流
入
な
ど
に
よ

っ
て
仏
教
界
は
危
機
的
状
況
を
迎
え
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
仏
教
者
は
教
団
体
制
を
護
持
す
る
た
め

の
護
法
論
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
の
排
斥
を
目
的
と
し
た
排
耶
論
を
積
極
的
に
著
す
よ
う
に
な

っ
た
。

本
稿
で
は
、
西
本
願
寺
を
代
表
す
る
護
法
僧
の

一
人
で
あ

っ
た
超
然

（
一
七
九
二
～

一
八
六
八
）
が
、
幕
末
期
に
著
し
た
排
耶

-1-



論
で
あ
る

『護
法
小
品
』
『斥
邪
漫
筆
』
『斥
邪
二
筆
』
『寒
更
霰
語
』
を
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
は
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
代

表
的
な
排
耶
論
と
し
て
、
『明
治
文
化
全
集
』
第
二
十
三
巻
、
『明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
』
第

一
巻
な
ど
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

従
来
は

「排
耶
論
」
と
い
う
と
、
キ
リ
ス
ト
教
を
排
斥
す
る
と
い
う
意
味
で

「対
外
論
争
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
本

論
で
は
、
こ
れ
を
仏
教
者
の

「自
他
認
識
」
と
い
う
視
角
か
ら
検
討
し
た
い
と
考
え
る
。
「対
外
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
実
際
に

は
そ
の

「外
」
に
対
応
す
る

「内
」
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の

「内
―

外
」
と
い
う
関
係
は
、
同
時
に

「自
―

他
」
の
関
係
に

置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
幕
末
期
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う

「他
者
」
と
の
出
会
い
が
、
仏
教
者
の

「自

他
認
識
」
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

近
年
、
「近
世
仏
教
」
や

「近
代
仏
教
」
の
研
究
は
そ
れ
ぞ
れ
大
き
く
進
展
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
「近
世
か
ら
近
代
へ
」
の

移
行
期
に
位
置
す
る
幕
末
維
新
期
の
仏
教
思
想
が
主
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
そ
れ
は
、
「近
代
仏
教
」
の
始
原
に
関
す
る

研
究
蓄
積
の
欠
如
と
い
う
問
題
に
も
直
結
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
超
然
の
排
耶
論
の
検
討
を
通
し
て
、
近
代
移
行
期

に
お
け
る
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い
の
意
義
に
つ
い
て
、
仏
教
者
の

「自
他
認
識
」
と
い
う
視
角
か
ら
再
考
す
る
と
と
も

に
、
「近
代
仏
教
」
の
始
原
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

一　

開
国
前
に
お
け
る
超
然
の
キ
リ
ス
ト
教
観

１
　
『護
法
小
品
』
の
検
討

ま
ず
超
然
が
開
国
前
に
著
し
た

『護
法
小
品
』
（安
政
二
年
刊
行
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
観
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
た
い
。
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『護
法
小
品
』

の
成
り
立
ち
は
、
弘
化
三
年

（
一
人
四
六
）、
超
然
が
自
身

の
護
法
思
想
を
書
き
記
し
て
、
友
人
の
月
性

⌒
一
八

一
七
～

一
人
五
八
）
に
――１１

っ
た
と
さ
れ
る

「送

清
狂
道
人

序
」
と
い
う
書
状
が
も
と
に
な

っ
て
い
る
６
こ
れ
を

『護
法

小
品
」
と
題
し
、
安
政
二
年

（
一
八
五
五
）
に
出
版
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
書
の
末
尾
に
は
著
名
な
儒
学
者
ら
に
よ
る
批
評
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
［

つ
ま
り
、
超
然
は

「排
仏
論
」
を
唱
え
る
儒
学
者
ら
に
、
自
身
の

「護
法
論
」
の
批
評
を
求
め
て
お
り
、
そ
こ

に
は
超
然
の
護
法
思
想
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
〔
そ
の
よ
う
な
点
で
、
本
書
は
極
め
て
珍
し
い
形
の
護
法
論

で
あ

っ
た
と
い
え
る
ぃ
護
法
僧
と
称
さ
れ
た
超
然
が
、
儒
学
者
た
ち
の
批
評
を
掲
載
し
た
本
書
を
出
版
し
た
、
そ
の
意
図
は
ど
こ

に
あ

っ
た
の
か
‐‐
『護
法
小
品
」
の
内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
‐

ま
ず

「護
法
小
品
』
の
冒
頭
で
超
然
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
‘

八
宗
既
乏
ド
徳
行
器
識
以
堪

護
持

之
人
―
、
排
仏
之
儒
、
比
レ
リｌｆ
接
レ
距
、
加
以
泰
西
之
学
漸
行
、
宛
有

燎
原
之
勢

、
地

球
図
悦
、
布
在

関
間

、
浸

汗
ｌｆ
太
夫
之
心

、

仏
法
幾

乎
不
ジ
過
レ
導

量
量
之
民

、
大
法
下
衰
、
実
可
レ
悲
夫
ｃ
余

夙
有

護
法
之
志

、
而
非

護
法
之
器

、
焚
涌
之
暇
、
喜
渉

猟
子
史

、
歴

観
和
漢
古
今

、
欽

往
林
大
法
之
盛

ヽ

慨

方
今
大
法
之
衰

、
共
衰
也
雖
レ
絲

気
運
之
所

レ
致
、
抑
山

空
間
乏

護
法
之
人

の

当
時
の
状
況
に
つ
い
て
超
然
は
、
儒
学
者
ら
に
よ
る
排
仏
思
想
が
横
行
し
、
こ
れ
に
加
え
、
西
洋
の
近
代
学
術
の
流
人
が
加
速

し
て
お
り
、
そ
れ
は
知
識
人
た
ち
の
心
を
な
き

つ
け
て
い
た
と

い
う
　
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
仏
教
側
に
は
危
機
感
が
な
く
、

護
法
活
動
を
行
う
僧
侶
は
乏
し
い
た
め
、
仏
教
は
日
々
麦
退
し
て
い
る
状
況
に
あ

っ
た
［
超
然
が
危
機
感
を
強
め
て
い
た
の
は
、

キ
リ
ス
ト
教
や
西
洋
科
学
の
流
人
で
あ
り
、
地
動
説
や
地
球
説
を
根
拠
と
し
て
、
仏
教
の
須
弥
山
説
が
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
こ
と
に
あ

っ
た
』
そ
の
こ
と
は
次
の
簡
所
か
ら
も
窺
え
る
‐

若

西
洋
教

、
共
道
略
似
し
仏
央
、
彼
之
本

天
主

ヽ

猶

我
奉

仏
陀

、
以

＝
（似
馬

、

之
奪

ジ
朱
也
、
故
西
洋
人
排
レ
仏
、
仏
ｒ
亦
排

西
洋
教

、
不

唯
排

レ
之
、
視
如

仇
雛

、

女||′
く

'L IJ[美市
li)3 

´
す
｀

、紫
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濫

腸
乎
須
弥
界
説

、
而
臨
鶏
之
見
、
止
　
一
南
間
浮
提

、
不
レ
知

須
弥
界
之
全
体

、
妄
立

地
球
九
万
之
説
ヽ

断
レ
天

為

九
重

、
而
大
地
川
回
、
止

九
万
１１１

、
則
迷
庶
八
万
、
何
処
安
立
、
須
弥
界
既
壊
、
則
仏
説
属

虚
妄

こ
こ
で
は

「
西
洋
教
」
（キ
リ
ス
ト
教
）
は
地
動
説
を
唱
え
て
、
仏
教
の
須
弥
山
説
を
破
壊
す
る
と
述
べ
て
い
る
日
本
来
、
地

動
説
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
仏
教
者
に
と

っ
て
は
同
じ
西
洋
の
思
想
と
し
て
、
キ
リ

ス
ト
教
と

一
対
の
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
流
人
に
危
機
感
を
抱

い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
ま
た
超
然
は
次

の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
‐

西
洋
所
レ
説
、
人
地

一
人
円
球
、
日
是

一
火
球
、
月
亦
是

一
地
球
、
彼
中
人
望

五
日
坤
輿

、
亦
猶

自
Ｌ
３
″
月

、
則
＝

月
不
レ
足
レ
崇
、
人
地
不
レ
足
レ
祀
、
郊
祀
之
祀
云
廃
、
舜
倫
之
道
云
徴
、
大
易
四
象
八
卦
、
始
作

児
戯

央
、
（中
略
）
ｉ
国

日
本

Ｈ
月

為

神
明

、十
涛
之
君
、
称
為

天
Ｈ
嗣

、
皇
統

一
系
、
特

立
万
国
之
表

、
較

諸
邪
説

、
共
差
不

翅
宵
壌

之
隔

、
若
天
地

一
人
円
球
、
則
何
地
有

所
「
響
同
天
原
、
軽
根
国
底
国

手
、
以
レ
此
観
レ
之
、
不

唯
仏
説
云
壊

、
儒
道

神
道
亦
皆
漿
央

す
な
わ
ち
西
洋
の
近
代
科
学
は
、
仏
教
の
須
弥
山
説
を
破
壊
す
る
の
み
な
ら
ず
、
神
道
や
儒
教
の
教
え
を
も
破
壊
す
る
と
指
摘

す
る
］

そ
し
て
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
違

い
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
ぃ

夫
仏
法
東
漸
也
、
従
レ
梵
而
漢
、
従
レ
漢
而
漸
至

ｉ
国

、
所
在
人
主
大
臣
崇
尚
、
以
暉

民
間

、
而
有

真
俗
二

ｉ…帝
之
説

、

輔

翼
共
同
政

、
以
正

風
俗

、
此
共
所

以
兼

人
天
乗

也
、
日
非

化
レ
漢
為
レ
梵
、
化
レ
和
為

レ
漢
、
是
以
仏
之
与

儒

及
神
道

、
可

以
和
会
而
丼
行

於
中
国

、
所

以
為

正
教

在

Ｆ
ゑ

、
西
洋
之
為
レ
教
、
分
レ
貨
施
し
薬
、
託

天
主
之

仁

、
以
為

拓
Ｌ
之
餌

、
故
西
洋
諸
国
、
恒
侵

伐
他
州

、
方
今
印
度
等
地
、
制
裂
為

俄
羅
斯
英
古
利
諸
国

所
レ
併
、

職
此
之
山
、
所

以
為

邪
教

在

Ｉ
裁
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ま
ず
仏
教
に
つ
い
て
は

「
真
俗
三
諦
之
説
」
が
あ
り
、
国
政
を
助
け
、
風
俗
を
正
す
も
の
で
あ
る
と

い
い
、
仏
教
は
古
来
よ

り
、
神
道

・
儒
教
と
と
も
に
ｉ
国
を
支
え
て
き
た
正
教
で
あ
る
と
い
う
り
こ
れ
に
対
し
て
、
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
イ
ン
ド
が

イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
と
な

っ
た
よ
う
に
、
人
々
の
心
を
惑
わ
し
て
他
国
を
侵
略
す
る
邪
教
で
あ
る
と

い
う
］
超
然
の
護
法
思
想

は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
神
儒
仏
の
共
通
の
敵
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
仏
教
が
国
家
に
有
用
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
仏

教
に
向
け
ら
れ
た
儒
学
者
や
国
学
者
ら
の
批
判
を
そ
ら
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
ぃ

『護
法
小
品
』
に
対
す
る
諸
家
の
批
評

て
い
る
ぃ

我
不
レ
能
レ
無
レ
疑

於
共
護
法
之
言

何
也
、
儒
与
レ
釈
皆
法
也
、
皆
所

以
護

ジ
国
也
、
国
不
レ
能

自
安

故
仮
レ
法
以
治
レ
之

国
而
治
安
雖
レ
無
レ
法
可
、
故
我
之
悪

於
天
主

非
レ
悪

＝
（与
レ
儒
異

也
、
悪

＝
（乱

ジ
＝
也
、
Ｌ
人
之
悪

於
天
主

ｌｌｉ
（意

似
レ
不
レ
然
、
其
法
与
レ
仏
相
似
而
戻
彼
若
麻
行
、
此
将

衰
減

故
悪
而
欲
レ
去
レ
之
、
共
起
念
不
レ
在

護
国

而
在

護
法

坂
ル
虎
山
に
よ
る
と
、
儒
学
者
は
キ
リ
ス
ト
教
が
国
家
の
治
安
を
乱
す
た
め
に
、
こ
れ
を
排
斥
せ
ん
と
す
る
が
、
仏
者
で
あ
る

超
然
が
キ
リ
ス
ト
教
を
排
斥
す
る
の
は
、
そ
の
教
え
が
仏
教

（真
宗
）
と
似
て
い
る
た
め
、
も
し
国
内
で
キ
リ
ス
ト
教
が
興
隆
す

れ
ば
仏
教
は
衰
減
す
る
と
の
思
い
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
　
つ
ま
り
、
超
然
の
思
想
は
、
国
家
を
護
ろ
う
と
す
る

「護
国
」
思
想

で
は
な
く
、
仏
教
を
護
持
せ
ん
と
す
る

「護
法
」
思
想
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
‐ヽ

ま
た
津
藩
出
身
の
著
名
な
儒
学
考
で
あ
る
斎
藤
拙
堂

（
一
Ｌ
九
Ｌ
～

一
八
六
五
）
は
、
次
の
よ
う
な
点
を
批
判
し
て
い
る
］

イ皮
ま ら ll
ず は 述
広 超 の
|:↓ 然 ょ
i審  σ) う
の :i隻 な

撃 繕 雰

1

さ メ11 '・ J

オし を 護
た 批 1去
坂 判 小
リト し :1占

虎 て
lLっ

山 い の
⌒ る 末
う の ,色

L か  に
ブL  

｀
 は

ノヽ  l11   
｀
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為

蛇
蝸
之
毒

官
厳

禁
之

宣
央
、
但
天
文
地
理
鉄
砲
之
術
、
西
洋
有

寸
長

官
亦
採

用
之

、

所

以
取

＝
（長

亦
何
不

―‐∫
也
、
虞
淵
老
師
拒

邪
教

之
余
並
及

―ｌｉ
（天
文
地
理
鉄
砲
之
術

、
不
レ

免

太
甚

斎
藤
拙
堂
は
、
超
然
が
キ
リ
ス
ト
教
を
邪
教
と
し
て
批
判
す
る
の
は
理
解
で
き
る
が
、
こ
れ
と
同
様
に
大
文
地
理
な
ど
の
西
洋

科
学
を
も
排
斥
す
る
の
は
間
違

い
で
あ
る
と

い
う
Ｌ
「
天
文
地
理
鉄
砲
之
術
」
な
ど
は
、
幕
府
も
こ
れ
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
仏

教
の
須
弥
山
説
が
批
判
さ
れ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
西
洋
科
学
の
流
人
を
拒
む
べ
き
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
ィ，

さ
ら
に

『護
法
小
品
』
が
出
版
さ
れ
た
後
、
超
然
は
月
性
を
通
じ
て
、
本
書
を
古
田
松
陰

（
一
八
三
〇
～

一
八
五
九
）
に
送

り
、
そ
の
批
評
を
求
め
て
い
る
ぃ
本
書
を
読
ん
だ
松
陰
は
、
超
然
の
護
法
思
想
を
次
の
よ
う
に
批
評
し
て
い
る
の

西
洋
の
教
た
る
や
、
儒
と
仏
と
皆
与
に
供
に
天
を
載
く
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
は
、　

…
…旬
に
然
り
］
而
し
て
徒
ら
に
之
れ
を
大
難
に

附
し
、
之
れ
を
児
戯
に
附
す
る
は
、
善
く
弁
ず
る
者
に
非
ず
ぼ
夫
れ
天
文
地
理
、
医
術
暦
法
は
形
な
り
、
理
に
非
ざ
る
な

り
“
須
弥
界
の
壊
る
る
は
、
何
ぞ
仏
教
を
害
せ
ん
。
天
地
郊
祀
、
四
象
八
封
は
理
な
り
、
形
に
非
ざ
る
な
り
］
Ｈ
月
天
地
の

球
を
為
せ
る
は
、
何
ぞ
儒
教
を
害
す
る
を
得
ん
や
‘、
故
に

一
理
明
か
に
し
て
万
形
従

い
、
洋
教
の
讐
も
以
て
酬
ゆ
べ
き
な

り
。
儒
仏
洋
教
の
邪
正
を
弁
ず
る
に
至
り
て
は
明
白
確
的
、
復
た
間
然
す
る
と
こ
ろ
な
し
］

こ
こ
で
古
田
松
陰
は
、
西
洋
の

「
天
文
地
理
、
医
術
暦
法
」
な
ど
は

「
形
」
で
あ
り
、
仏
教
の
須
弥
山
説
は

「
理
」
で
あ
る

か
ら
、
「形
」
に
よ

っ
て
須
弥
山
説
が
否
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
仏
教
を
破
壊
す
る
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
言
い

切

っ
て
い
る
‐‐
松
陰
は
両
者
を
、
い
わ
ば
形
面
上
と
形
而
下
の
関
係
で
捉
え
、
形
而
下
の
物
理
的
存
在

（形
と
し
て
の
西
洋
科

学
）
は
形
面
上
の
道
理

（理
と
し
て
の
須
弥
山
説
）
と
は

一
致
せ
ず
、
す
な
わ
ち

「
理
」
は

「形
」
に
対
し
て
優
越
し
て
い
る
と

主
張
し
た
［
こ
れ
以
降
、
超
然
が
著
し
た
排
耶
論
に
お
い
て
は
、
須
弥
山
説
擁
護
に
関
す
る
言
及
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る

が
、
こ
の
松
陰
の
発

ｉｌ
に
影
響
を
受
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
ぃ
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ま
た
、
松
陰
は

「儒
仏
洋
教
の
邪
正
を
弁
ず
る
に
至
り
て
は
明
白
確
的
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
儒
教
と
仏
教
が
正
教
で
あ
る
理

由
や
、
「洋
教
」
（キ
リ
ス
ト
教
）
が
邪
教
で
あ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
超
然
の
脱
を

「
明
白
確
的
」
と
評
価
し
て
い
る
　
『護
法

小
品
』
に
お
け
る
超
然
の
キ
リ
ス
ト
教
観
は
、
古
田
松
陰
も
影
響
を
受
け
た
、
会
沢
正
志
斎

（
一
Ｌ
八
三
～

一
人
六
三
）
の

『新

論
』
の
キ
リ
ス
ト
教
観
と
類
似
し
て
い
る
］
文
政
八
年

（
一
人
三
五
）
に
著
さ
れ
た

『新
論
』
は
、
尊
Ｉ
攘
夷
運
動
の
い
わ
ば
バ

イ
ブ
ル
と
な

っ
た
書
物
で
あ
り
、
幕
末
思
想
界
に

一
画
期
を
な
し
た
と

い
わ
れ
る
の
会
沢
正
志
斎
の
キ
リ
ス
ト
教
観
は
、
夷
秋

（西
洋
）
と
キ
リ
ス
ト
教
を
不
げ
分
の
も
の
と
し
て
捉
え
、
西
洋
諸
国
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ

っ
て
人
々
の
心
を
誘
惑
し
、
そ
れ
を

侵
略
の
た
め
の
手
段
に
す
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
は
幕
末
の
排
耶
論
に
お
け
る
原
型
と
な

っ
た
‘‐

一
一　
開
国
後
に
お
け
る
超
然
の
キ
リ
ス
ト
教
観

１
　
『斥
邪
漫
筆
』
の
検
討

超
然
が
開
国
後
に
著
し
た
排
耶
論
に
は

『斥
邪
漫
筆
』
『斥
邪
二
筆
』
『寒
更
霰
語
」
「斥
邪
三
筆
」
が
あ
る
‐，
幕
末
の
開
目
を
は

さ
ん
で
、
排
耶
論
の
内
容
に
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
超
然
の
キ
リ
ス
ト
教
観
に
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ

る
の
か
検
討
し
て
み
た
い
」

慶
応
元
年

（
一
八
六
五
）
に
出
版
さ
れ
た

『斥
邪
漫
筆
』
の
冒
頭
で
、
超
然
は
本
書
の
執
筆
動
機
を
語

っ
て
い
る
出
す
な
わ

ち
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
長
く
徹
底
し
た
禁
教

・
禁
書
政
策
に
よ

っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
情
報
が
な
く
、
キ
リ
ス
ト

教
と
い
う
と
怪
し
い
鏡
や
幻
術
を
使

っ
て
人
々
を
惑
わ
す
教
え
だ
と
伝
え
聞
く
の
み
で
あ

っ
た
と
い
う
［
し
か
し
、
安
政
の
開
国

に
よ

っ
て
会
所
貿
易
か
ら
白
由
貿
易
に
移
行
し
た
こ
と
に
よ
り
、
舶
載
書
籍
検
関
制
度
が
崩
壊
し
、
国
内
に
キ
リ
ス
ト
教
が
流
人

― /―



す
る
よ
う
に
な

っ
た
∪
さ
ら
に
、
来
Ｈ
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宣
教
師
た
ち
は
、
近
世
初
期
に
禁
教
に
な

っ
た
キ
リ
ス
ト
教

（カ
ト
リ
ッ
ク
）
と
自
分
た
ち
の
教
え

（プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
は
違
う
と
言

っ
て
、
人
々
に
教
え
を
説
く
よ
う
に
な

っ
た
ぃ
か
く

し
て
、
安
政
二
年

（
一
八
五
五
）
水
戸
藩
が
中
国
の
明
代
を
中
心
と
す
る
儒
者
や
僧
侶
の
排
耶
論
を
翻
刻
し
た

『破
邪
集
』
を
刊

行
し
、
浄
ｌｌ
宗
の
僧
侶
で
あ
る
杞
憂
道
人

（養
鵬
徹
定
）
も
明
代
の
排
耶
論
を
中
心
に
翻
刻
し
た

『翻
刻
開
邪
集
』
お
よ
び

『開

邪
管
見
録
』
を
刊
行
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
注
意
を
呼
び
か
け
た
ぃ
こ
れ
ら
の
書
物
に
よ

っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
邪
教
で
あ

る
所
以
を
知
り
、
本
書
の
執
筆
を
決
意
し
た
と
述
べ
て
い
る
↑
超
然
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
流
人
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
ま
ず
キ
リ
ス

ト
教
と
い
う

「他
者
」
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
〔

し
た
が

っ
て
、
「斥
邪
漫
筆
」
は
、
水
戸
藩
の

「破
邪
集
」
や
杞
憂
道
人
の

『翻
刻
聞
邪
集
』
『聞
邪
管
見
録
』
な
ど
の
中
国
明

末
を
中
心
と
す
る
排
耶
論
を
主
な
典
拠
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
り
ま
た
、
そ
の
内
容
は
、
日
本
お
よ
び
中
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト

教
の
伝
来
を
歴
史
的
に
記
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
反
駁
し
つ
つ
、
そ
の
教
え
が
国
家
を
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
「
超
然
は
本
書
に
お
い
て
、
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
伝
来
と
禁
教
に
至
る
ま
で
の
歴
史
と
対
照

さ
せ
る
形
で
、
中
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
来
か
ら
清
朝
の
禁
教
政
策
に
至
る
ま
で
を
略
述
し
て
い
る
］
そ
し
て
、
ほ
ぼ
同

時
期
に
日
本
と
中
国

へ
伝
来
し
た
キ
リ
ス
ト
教
が
両
国
で
禁
教
に
な

っ
た
史
実
を
示
し
、
キ
リ
ス
ト
教
が
邪
教
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

開
国
前
に
著
し
た

『護
法
小
品
」
に
比
べ
、
「斥
邪
漫
筆
」
で
は
、
超
然
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
進
展
が
見
ら
れ
る
の
し
か
し
、

本
書
に
お
い
て
超
然
が
主
な
典
拠
と
し
て
い
る
の
は
中
国
明
末
の
儒
者
や
僧
侶
ら
が
著
し
た
排
耶
論
で
あ
り
、
聖
書
や
キ
リ
ス
ト

教
書
を
直
接
反
駁
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
中
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２
　
『斥
邪
二
筆
」
の
検
討

慶
応
二
年

（
一
八
六
六
）、
「斥
邪
漫
筆
』
の
続
編
と
し
て
、
超
然
は

『斥
邪
二
筆
」
を
刊
行
し
た
］
『斥
邪
三
筆
」
に
お
い
て

は
、
中
国
明
木
の
排
耶
論
の
み
な
ら
ず
、
中
国
語
キ
リ
ス
ト
教
書
を
参
照
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
分
か
れ
た

歴
史
的
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
ぃ
本
書
の
中
で
超
然
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
は
ロ
ー
マ
教
ｉ
が
権
力
を
持

っ
て
い
た

が
、
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
に
よ

っ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
起
こ
り
、
こ
れ
以
降
、
西
洋
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
従
う
国
と
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
に
従
う
国
に
分
か
れ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
¨
そ
し
て
、
両
者
は
ｆｆｉ
い
に
正
邪
を
争

い
、
宗
教
戦
争
を
起
こ

し
て
い
る
が
、
結
局
は

「
同
源
異
流
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
ぃ

ま
た
、
中
国
語
キ
リ
ス
ト
教
占
を
用
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
直
接
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
る
　
中
国
で
伝
道
を
行

っ
た

宣
教
師
の
コ
ボ
ル
ド
が
著
し
た
中
国
語
著
作

『小
学
正
宗
」
を
取
り
上
げ
、
本
書
に
は

「十
誠
ノ
中
巳
二
孝
敬
父
母
ト
イ
フ
」
と

あ
る
が
、
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
は

「孝
」
を
悦
く
教
え
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
宣
教
師
た
ち
が
中
国
で
儒
教
の
説
を
学
び
、

そ
の
説
を
盗
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
」
さ
ら
に
彼
ら
は
、
神
の
存
在
を

「
無
始
無
終
」
で
あ
る
と

い
う
が
、
こ
れ
は

「
仏
典

二
無
始
無
終
充
満
法
界
不
可
思
議
ト
イ
フ
」
仏
教
の
説
を
盗
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
い
、
中
国
語
キ
リ
ス
ト
教
書
の
問
題

点
を
鋭
く
批
判
し
て
い
る
‐
そ
し
て
、
超
然
は
、
宙
．教
師
た
ち
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る

近
時
西
洋
諸
国
、
頻
二
漢
典
ヲ
釈
シ
漢
文
ヲ
学
ブ
　
米
夷
、
堅
夏
書
院
ヲ
新
嘉
城

二
建
テ
、
英
夷
、
英
■
書
院
ヲ
麻
六
岬

ニ

建
テ
、
愛
車
堂
ヲ
香
港

二
建

ツ
‐
皆
漢
文
ヲ
学
ブ
ガ
為
ナ
リ
　
而
シ
テ
説
耶
馬
尼
人
詩
経
ヲ
釈
シ
、
普
各
社
人
四
書
ヲ
釈

シ
、
英
人
康
熙
辞
典
ヲ
釈
ス
ル
コ
ト
、
簿
夷
編

ニ
ミ
ユ
．‐
足
ヲ
以
テ
近
時
ノ
儒
ｌｆ
、
概
ネ
彼
ヲ
以
テ
駿
駿
ト
シ
テ
糾
往
ノ
意

ア
リ
ト
シ
、
足
川
孔
ノ
道
漸
ク
西
夷

二
及
ブ
兆
ナ
リ
ト
謂

ヘ
リ
‐
コ
レ

ーーー
ク
彼
ガ
術
中

二
陥
り
、
媚
卜
宿
ト
ニ
魅
セ
ラ
ル
ル

所
ナ
リ
ぃ
彼
ガ
儒
教
ヲ
学
ビ
テ
変
幻
ス
ル
ハ
、
明
末
以
来
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
所
謂
糾
往

ニ
ア
ラ
ズ
『
其
学
、
倫
理
ヲ
乱
り
綱
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常
ヲ
滅
ス
。
直
是
周
孔
ノ
道
ヲ
漢
土
ニ
シ
テ
破
裂
ス
ル
者
ナ
リ
。
書
院
ヲ
建
テ
漢
籍
ヲ
釈
ス
ル
ハ
、
支
那
人
二
媚
ス
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
、
且
其
道
ヲ
荘
飾
セ
ン
ガ
為
ノ
ミ
。

す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
た
ち
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に

「
堅
夏
書
院
」
を
建
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
宣
教
師
た
ち
は
マ
ラ
ッ
カ

に

「英
華
書
院
」
、
香
港
に

「愛
華
堂
」
を
建
て
る
な
ど
、
各
地
に
学
校
や
出
版
所
を
創
立
し
て
、
そ
こ
で
漢
文
を
学
ん
で
い
る

と
い
う
。
そ
し
て
、
宣
教
師
た
ち
は
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
に
よ

つ
て
儒
教
や
仏
教
の
説
を
も
取
り
込
み
、
中
国
人
に
好
ま
れ
る
よ
う

な
キ
リ
ス
ト
教
書
を
著
そ
う
と
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

超
然
が
中
国
語
キ
リ
ス
ト
教
書
に
興
味
を
持

っ
た
背
景
に
は
、
当
時
は
日
本
語
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
書
の
出
版
は
ほ
と

ん
ど
不
可
能
で
あ

っ
た
た
め
、
開
国
後
に
来
日
し
た
宣
教
師
た
ち
は
、
便
宜
的
な
手
段
と
し
て
入
華
宣
教
師
た
ち
の
中
国
語
著
作

を
取
り
寄
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
と
く
に
中
国
と
日
本
が
同
じ
漢
字
を
使
用
し
、
日
本
の
知
識
人
階
級
は
漢
文
を
読
み
な
れ
て
い

る
こ
と
を
知

っ
た
宣
教
師
た
ち
は
、
中
国
語
の
聖
書
や
キ
リ
ス
ト
教
書
を
秘
密
裏
に
多
数
輸
入
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
様

々
な
手
段
を
用

い
て
、
伝
道
活
動
を
行
う
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
、
超
然
の
危
機
感
は
急
速
に
高
ま

っ
て

い
っ
た
。

３
　
『寒
更
霰
語
』
の
検
討

上
記
の

『斥
邪
二
筆
』
を
書
き
終
え
た
後
に
、
超
然
は

『新
旧
両
約
書
』
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
が
著
し
た

『天
道
湖

源
』
な
ど
の
中
国
語
キ
リ
ス
ト
教
書
を
入
手
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
格
的
な
排
耶
論

『斥
邪
三
筆
』
を
執
筆
し
よ
う
と
し
、
そ

の
準
備
段
階
と
し
て
、
ま
ず

『寒
更
霰
語
』
を
明
治
元
年

（
一
八
六
八
）
に
刊
行
し
た
。

『寒
更
霰
語
』
は
、
中
国
語
の
聖
書
や
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
書
を
典
拠
と
し
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
と
く
に
本
書
の
冒

頭
に
お
い
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
の
イ
ン
ス
リ
同
が
中
国
語
で
著
し
た

『聖
教
鑑
略
』
を
用
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク

（天
主
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教
）
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

（耶
蘇
教
）
を
弁
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
特
徴
を
挙
げ
て
い
る
〕
ま
ず

ロ
ー
マ
教
皇
を
イ
エ
ス
の
代
理
人
と
す
る
こ
と
‐
仏
教
の
よ
う
に
数
珠
を
用
い
る
こ

と
ぃ
尼
僧
が
い
る
こ
と
ぃ
ロ
ー
マ
教
皇
を
信
じ
る
こ
と
や
免
罪
符
で
お
金
を
払
う
こ
と
に
よ

っ
て
罪
が
許
さ
れ
る
こ
と
。
十
字
架

や
歴
代
聖
賢
の
聖
像
を
拝
す
る
こ
と
、
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
］
続
い
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
特
徴
を

挙
げ
て
い
る
っ
三
位

一
体
の
真
神
を
拝
す
る
こ
と
‘．，
人
は
み
な
罪
を
背
負

っ
て
い
る
が
、
イ
エ
ス
の
順
い
を
信
じ
る
こ
と
で
救
わ

れ
る
こ
と
。
ロ
ー
マ
教
■
で
は
な
く
聖
書
の
言
葉
を
重
視
す
る
こ
と
、
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
］

ま
た
本
書
に
お
い
て
は
、
聖
書
の
内
容
に
つ
い
て
も
直
接
批
判
し
て
い
る
］
例
え
ば
、
神
が
全
知
全
能
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

れ
ば
、
ア
ダ
ム
と

エ
バ
に
罪
を
犯
さ
せ
、
そ
れ
を
人
類
の
原
罪
と
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
全
知
全
能
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
原
罪
の

根
源
を

つ
く

っ
た
の
は
神
で
は
な
い
の
か
、
な
ど
と
批
判
す
る
て′
他
に
も

「創
世
記
」
に
は
、
神
が
六
日
で
世
界
を
創
造
し
、
Ｌ

Ｈ
Ｈ
に
休
息
し
た
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
記
述
は
信
じ
難
い
な
ど
と
述
べ
て
お
り
、
聖
書
の
内
容
を
、
い
わ
ば
合
理
主
義
的
な

視
点
か
ら
批
判
し
て
い
る

開
日
前
に
著
し
た

『護
法
小
品
』
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
邪
教
性
を
強
調
す
る
の
み
で
、
批
判
が
肝
心
の
キ
リ
ス
ト
教

と
そ
の
教
義
内
容
に
及
ぶ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
か

っ
た
が
、
開
国
後
の
排
耶
論
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
進
展
が
見
ら

れ
る
」
開
国
後
に
聖
書
や
キ
リ
ス
ト
教
書
を
大
手
し
た
超
然
は
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
教
を
邪
教
と
し
て
排
斥
す
る
だ
け
で
な
く
、
キ

リ
ス
ト
教
と
い
う

「他
者
」
を
理
解
し
よ
う
と
研
究
に
努
め
て
い
る
［

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
、
超
然
は
本
格
的
な
排
耶
論
で
あ
る

「斥
邪
三
筆
」
を
執
筆
す
る
は
ず
で

あ

っ
た
が
、
そ
の
冒
頭
を
著
し
た
の
み
で
没
し
た
た
め
、
『斥
邪
三
筆
』
は
未
完
の
書
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
］



〓
一　
真
宗
の
護
法
運
動
と
自
他
認
識
の
転
回

１
　
幕
末
維
新
期
の
西
本
願
寺
と

『仏
法
護
国
論
」

超
然
が
開
日
前
に
著
し
た

『護
法
小
品
」
は
、
幕
末
期
の
仏
教
界
に
お
け
る
排
耶
論
の
枠
組
み
を
う
ち
立
て
た
と
い
わ
れ
る
月

性
の

「仏
法
護
国
論
」
の
思
想
的
枠
組
み
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
ぃ
Ｌ
述
の
よ
う
に
儒
学
者
の
坂
井
虎

山
は
、
「護
法
小
品
』
の
思
想
に
つ
い
て
、
国
家
を
護
ろ
う
と
す
る

「護
国
」
思
想
で
は
な
く
、
仏
教

（教
団
）
を
護
持
せ
ん
と

す
る

「護
法
」
思
想
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
６
超
然
は
儒
学
者
た
ち
に
自
身
の
護
法
思
想
の
批
評
を
求

め
、
そ
の
意
見
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
彼
ら
の
批
判
を
か
わ
す
た
め
に
は
仏
教
に
よ
る

「護
国
」
を
強
調
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
認
識
す
る
よ
う
に
な

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
月
性
の

『仏
法
護
口
論
」
に
お
い
て
は
、
仏
教
に
よ
る

「護

国
」
思
想
が
強
調
さ
れ
て
い
た
‐
す
な
わ
ち
、
「仏
法
護
口
論
」
は
、
西
洋
諸
国
が
他
国
を
植
民
地
化
す
る
と
き
、
ま
ず
キ
リ
ス

ト
教
に
よ

っ
て
人
々
を
惑
わ
し
、
軍
事
力
に
よ

っ
て
侵
略
す
る
と
主
張
し
、
こ
の

「
戦
」
（軍
事
力
）
と

「
教
」
（キ
リ
ス
ト
教
）

を
持

っ
た
西
洋
諸
国
の
侵
略
か
ら
日
本
を
護
る
た
め
に
は

「
仏
教
」
を
以
て

「
キ
リ
ス
ト
教
」
を
防
ぐ
と

い
う
、
仏
教
に
よ
る

「護
国
」
思
想
が
強
調
さ
れ
た

．

一仏
法
護
口
論
』
の
成
り
立
ち
は
、
月
性
が
西
本
願
寺
宗
■
の
広
如

（
一
Ｌ
八
九
～

一
八
Ｌ

一
）
に
提
出
し
た

「護
法
意
見
封

事
」
と
い
う
建
白
書
が
原
本
と
な

っ
て
い
る
ぃ
安
政
三
年

（
一
八
五
六
）
九
月
、
超
然
は
広
如
に
月
性
を
推
挙
し
、
建
白
書
を
呈

す
る
よ
う
に
取
り
計
ら

つ
て
い
る
」
当
時
、
超
然
は
広
如
の
命
で
西
本
願
寺
別
邸
の
翠
紅
館
に
寓
し
、
「真
宗
法
要
典
拠
」
増
補

の
編
纂
中
で
あ

っ
た
が
、
月
性
を
本
書
増
補
の
掛
員
と

い
う
名
Ｈ
で
翠
紅
館
に
住
ま
わ
せ
、
広
如
に
提
出
す
る
た
め
の
建
白
書

「護
法
意
見
封
事
」
を
執
筆
す
る
よ
う
取
り
計
ら

つ
て
い
る
ぃ
し
た
が

っ
て
、
超
然
は
何
ら
か
の
形
で

「護
法
意
見
封
事
」
の
作
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成
に
関
わ

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
ぃ
こ
の

「護
法
意
見
封
事
」
は
、
そ
の
後
、
『仏
法
護
国
論
」
と
題
し
て
刊
行
さ
れ
、
幕
末

か
ら
維
新
期
に
か
け
て
広
く
読
ま
れ
た
と
い
わ
れ
る
ぃ

し
か
し
、
「仏
法
護
国
論
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
月
性
が
記
し
た

「護
法
意
見
封
事
」
の
全
文
で
は
な
く
、
出
版
さ

れ
る
際
に
改
編
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
部
分
が
あ
る
［
原
本
で
あ
る

「護
法
意
見
封
事
」
に
は
、
仏
教
界
の
堕
落
を
痛
烈
に
批
判

し
、
護
法
の
た
め
に
は
、
ま
ず
宗
円
を
改
革
す
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
『仏
法
護
国
論
』
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
の
部
分

が
削
除
さ
れ
て
い
る
に
す
な
わ
ち
、
「護
法
意
見
封
事
」
に
は
、
本
山
は

（世
襲
に
よ
ら
ず
）
能
力
の
あ
る
人
材
を
登
用
す
る
こ

と
、
ド
情
を
理
解
す
る
こ
と
、
不
急
の
上
木
１１
事
は
止
め
て
倹
約
に
努
め
る
こ
と
、
賄
賂
や
請
託
は
断
同
排
す
る
こ
と
な
ど
、
本

山
改
革
を
要
求
す
る
筒
所
が
あ

っ
た
］
こ
れ
ら
は
出
版
さ
れ
た

「仏
法
護
口
論
』
に
お
い
て
は
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
「護
法
意

見
封
事
」
に
お
い
て
重
要
な
部
分
は
、
護
法
の
た
め
に
は
、
ま
ず
封
建
的
な
教
団
体
制
を
改
革
す
る
こ
と
が
、
そ
の
人
前
提
と
な

る
と

い
う
こ
と
で
あ

っ
た
に
月
性
の
没
後
、
彼
の
問
ド
生
で
あ

っ
た
人
洲
鉄
然
は
宗
門
改
革
を
主
唱
す
る
よ
う
に
な
る
］
鉄
然

は
、
ま
ず
地
元
か
ら
宗
門
改
革
に
蒼
手
し
、
慶
応
二
年

（
一
人
六
六
）
長
州
藩
に
建

‥
―義
し
て
周
防

・
長
円
の
真
宗
僧
侶
風
儀
改
正

を
訴
え
た
』
そ
し
て
、
そ
の
運
動
に
参
加
し
た
島
地
黙
雷
や
赤
松
連
城
ら
と
共
に
、
明
治
維
新
後
、
本
山
改
革

へ
と
動
き
出
す
ぃ

彼
ら
は
坊
官
制
な
ど
、
教
川
の
封
建
的
身
分
制
を
廃
し
、
僧
侶
の
手
に
よ
る
宗
政
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
教
団
改

草
運
動
の
起
点
と
な

っ
た
も
の
は
、
「護
法
意
見
封
事
」
に
お
け
る
主
張
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
‐‐
つ
ま
り
、
護
法
思
想
は
教

団
改
革
思
想
と
深
く
関
わ

っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
‐

な
つ  ll
た 述 幕
と の 末
い 司 維
わ 仏 新
オl i去 期

〔
わ の 寺

史 願
L_, 、テ
に の
は み
｀

な
次 ら
の ず
よ  ｀

う 幕
に 末

幅緋
ミ|せ

て ぉ

∵Z
メ〔
′J(

の
「隻

,り :

運
動
の

基
調
と
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幕
府
が
日
米
和
親
条
約
を
締
結
し
開
国
策
を
と
る
と
、
こ
れ
に
反
対
す
る
攘
夷
論
が
盛
ん
に
主
張
さ
れ
て
い
く
ぃ
こ
の
攘
夷

論
の
立
場
か
ら
著
さ
れ
た
の
が
、
本
願
寺
派
の
学
僧
月
性
の

『仏
法
護
国
論
』
で
あ
る
ぃ
同
書
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
が

侵
略
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
し
た
上
で
、
他
力
の
信
心
を
要
と
し

「公
事
を
ま

っ
た
く
」
す
る
こ
と
を
説
く
真
宗
こ

そ
が
、
「神
州
」
日
本
の
同
体
を
護
る
べ
き
存
在
で
あ
る
と
力
説
す
る
［
そ
し
て
、
ア
王
国
護
す
べ
し
「
し
か
し
て
仏
法
を

も

っ
て
国
と
永
く
存
す
べ
し
」
と
、
同
体
の
護
持
が
そ
の
ま
ま
真
宗

・
仏
教
の
護
持
に
つ
な
が
る
と
す
る
護
国
即
護
法
を
強

く
主
張
す
る
も
の
で
あ

っ
た
［
新
た
な
時
代
の
流
れ
を
見
す
え
た
、
よ
り
積
極
的
な
護
法
論
の
提
示
で
あ

っ
た
］
月
性
の
こ

の
論
は
、
以
後
の
真
宗
に
お
け
る
護
法
論
の
基
調
と
な
る
ぃ

す
な
わ
ち
、
「仏
法
護
国
論
』
の
護
法
思
想
を
基
調
と
し
て
、
東
本
願
寺
の
護
法
運
動
も
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
り
東
本
願
寺

の
僧
イーァー
養
成
機
関
で
あ

っ
た
学
寮
で
は
、
安
政
五
年

（
一
人
五
八
）
頃
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
研
究
に
着
手
し
た
が
、
そ
の
研
究
の

姿
勢
は
、
外
学
全
般
の
内
容
を
検
討
し
、
そ
れ
ら
を
護
法
即
護
口
論
の
根
拠
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い

わ
れ
る
¨

か
く
し
て
、
明
治
元
年

（
一
人
六
八
）
学
寮
の
分
寮
と
し
て

「護
法
場
」
と
い
う
学
場
が
新
設
さ
れ
た
」
従
来
、
学
寮
で
は
親

鸞
の
教
え
を
中
心
に
宗
乗

・
余
来
の
講
義
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
護
法
場
で
は
護
法
学
科
と
し
て
、
国
学

・
儒
学

・
大
学

・
洋
学

の
四
学
科
が
新
た
に
設
置
さ
れ
、
外
学
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
「
幕
末
期
以
降
、
仏
教
界
の
強
い
危
機
意
識
に
も
と
づ

い
て
護
法
運
動
が
展
開
す
る
が
、
東
本
願
寺
で
は
、
護
法
場
が
設
置
さ
れ
、
教
団
を
あ
げ
て
護
法
運
動
に
取
り
組
む
体
制
が
整
備

ヽ
お
一
つ
つ
あ

っ
た
‐

し
か
し
、
「護
法
」
の
た
め
に
西
洋
科
学
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
外
学
研
究
を
行

い
、
そ
の
過
程
で
い
わ
ば

「他
者
」
を
知

っ

た
青
年
僧
侶
た
ち
の

「自
己
認
識
」
に
、
や
が
て
変
化
が
生
じ
始
め
る
［
護
法
場
で
学
ぶ
僧
イー′―
た
ち
は
、
「御
本
殿
の
弊
を
除
き
、

次
に
末
寺
の
弊
を
除
き
、
学
寮
護
法
場
の
規
則
を
改
め
て
御
確
定
あ
ら
せ
ら
れ
候
事
、
今
日
護
法
の
急
用
と
存
じ
奉
り
候
」
な
ど
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と
主
張
す
る
よ
う
に
な
り
、
護
法
運
動
の
推
進
に
は
対
外
的
な
敵
を
破
る
前
に
、
ま
ず
対
内
的
な
障
害
を
除
く
べ
き
と
い
う
考
え

を
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
り
当
初
は
、
排
仏
論
に
対
抗
す
る
こ
と
こ
そ
が

「護
法
の
急
務
」
だ
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
に
対
抗

し
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず

「自
己
」
の
在
り
方

（封
建
的
な
教
団
体
制

・
宗
学
研
究
法
な
ど
）
を
改
め
る
こ
と
が
必
要
だ
と
感

じ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
］

護
法
場

の
僧
侶
た
ち
は
教
団
改
革
を
主
唱
す
る
よ
う
に
な
り
、
本
山
家
臣
ら
と
激
し
く
対
立
し
た
り
そ
の
後
、
明
治
四
年

（
一
人
七

一
）
に
は
坊
官
制
が
廃
止
さ
れ
、
石
川
舜
台

（
一
八
四
二
～

一
九
三

一
）
を
は
じ
め
護
法
場
で
学
ん
だ
僧
侶
ら
が
本
山

宗
政
を
担
う
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
に
よ

っ
て
近
代
教
団
の
基
盤
が
築
か
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
真
宗
の
護
法
運
動
は
、
仏
教
者
の

「自
他
認
識
」
を
大
き
く
転
回
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ

れ
は

「自
己
」
に
対
す
る
反
省
、
宗
間
の
改
革

へ
と

つ
な
が

っ
た
と
言
え
よ
う
［

お
わ
り
に

幕
末
に
お
け
る
西
洋
列
強
の
東
漸
な
ら
び
に
キ
リ
ス
ト
教
の
流
人
は
、
仏
教
側
に

「
西
洋
」
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う

「他
者
」

を
認
識
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
排
斥
す
る
対
外
論
争

へ
と
向
か
わ
せ
た
だ
け
で
は
な
い
「
そ
の

「他
者
」
と
の
出
会

い

は
、
仏
教
者
の

「自
己
認
識
」
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
側
面
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
ぃ
す
な

わ
ち
、
東
本
願
寺
の
護
法
場
で
は

「護
法
」
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
や
西
洋
科
学
な
ど
を
学
び
、
そ
の
過
程
で
い
わ
ば

「他
者
」

を
知

っ
た
青
年
僧
侶
た
ち
の

「自
己
認
識
」
に
変
化
が
生
じ
、
そ
れ
が
結
果
的
に
教
団
改
革
の
動
き
を
生
み
出
し
た
ぃ

ま
た

『護
法
小
品
」
に
お
い
て
、
超
然
は
排
仏
論
者
に
批
判
さ
れ
な
い
護
法
論
の
枠
組
み
を
作
る
た
め
に
、
儒
学
者
た
ち
に
批
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評
を
求
め
、
そ
の
意
見
を
参
考
に
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば

「他
者
」
と
の
対
話
を
通
し
て
、
新
た
な
時
代
に
お
け

る

「自
己
」
の
在
り
方
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
超
然
の

『護
法
小
品
』
は
、
月
性
の

「護
法
意
見
封
事
」
（後

に

『仏
法
護
口
論
』
と
し
て
出
版
さ
れ
る
）
の
思
想
的
枠
組
み
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
月
性
の

「護
法
意
見
封
事
」
に
は
教
団
改
革
に
関
す
る
主
張
が
あ
る
の
し
か
し
、
超
然
の
護
法
思
想
は
、
ど
の
よ
う
に
教
団
改
革
思
想
と

結
び
つ
く
の
か
ぃ
本
論
で
は
超
然
の

「自
己
認
識
」
に
つ
い
て
は
十
分
に
検
討
で
き
な
か

っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
は
今
後
の
課
題
と

し
た
い
ぃ

ま
た
、
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
仏
教
者
の

「自
他
認
識
」
が
、
近
代
的

「仏
教
」
言
説
の
形
成
に
ど
の
よ
う
に
関
わ

っ
て
い
く

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
今
後
の
課
題
と
言
え
よ
う
の

主

（１
）
超
然
は
、
虞
淵

・
幻
摯

・
情
雲
閣

・
深
慨
隠
ｌｒ
と
け
し
、
学
林
で
は
若
共
と
称
し
た
　
寛
政
四
年

⌒
（
Ｌ
九
＾
．）
近
江
人
Ｌ
郡
高
宮
の
円
照
■
に

慈
潮
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
文
化
圧
年

（
一
人
〇
八
）
に
得
度
、
近
江
神
崎
郡
――‥―
堂
の
覚
成
キ
に
人
住
し
た
」
ｉ
業
惑
乱
の
顛
木
を
記
し
た

「反

ｌｌｉ
紀
略
』
の
著
者
と
し
て
も
杵
名
［
嘉
永
四
年

（
一
八
五

一
）
に
は

『典
宗
法
要
典
拠
』
卜
八
巻
の
校
補
を
命
じ
ら
れ
、
数
年
を
費
や
し
て
校

ｒ
し
た
　
幕
末
の
強
ｌｉ
攘
夷
論
の
高
揚
に
と
も
な
い
、
勤
――
を
ｌｉ
張
し
て
占
川
松
陰

・
頼
．．
樹
ｉ
郎

・
梅
旧
雲
浜
ら
と
交
流
し
、
西
本
願
十
二
ト

陛
宗
――
の
広
如
に
献
言
し
て
西
本
願
キ
の
動
向
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
［
安
政
１
年

（
一
八
圧
六
）
に
月
性
を
広
如
に
推
挙
し
た

（２
）
明
治
文
化
研
究
会
編

『明
治
文
化
全
集
」
第
（
（卜
．１
巻

（日
本
評
論
社
、　
．
九
六
Ｌ
年
）
に
は
、
「斥
邪
漫
筆
』
『斥
邪
ｌ
筆
」
「寒
更
霰
語
』
島
斥
邪

ｉ
筆
」
発
端
附
刻
）
収
録
〔

（３
）
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
編
集
委
員
会
編

『明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
」
第

一
巻

（同
朋
合
、　
．
九
八
〇
年
）
に
は
、
「寒
更
霰
語
」
鳥
斥
邪
ｉ
筆
」

発
端
附
刻
）
収
録
．

（４
）
桐
原
健
真

『占
田
松
陰
の
思
想
と
行
動

―

幕
末
日
本
に
お
け
る
自
他
認
識
の
転
回
―

」
（東
北
大
学
出
版
会
、
１
０
０
九
年
）
圧
頁
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（５
）
『護
法
小
品
」
に
は
、
超
然
の
護
法
思
想
に
対
す
る
諸
家
の
批
評
と
し
て
、
山
田
梅
束
、
篠
崎
小
竹
、
後
藤
松
陰
、
斎
藤
拙
堂
、
奥
野
小
山
、
坂
井

虎
山
、
鈴
木
茶
漢
、
広
瀬
旭
荘
ら
当
時
の
名
ｌｆ
の
批
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
¨

（６
）
『護
法
小
品
』
⌒摯
雲
閣
蔵
、　
一
人
圧
圧
年
）

一
Ｆ
表
「

（７
）
『護
法
小
品
」
、
前
掲
、　
一
Ｆ
裏
～
一
（ｒ
表
［

（８
）
谷
川
穣

「
明
治
維
新
と
仏
教
〓

『新
ア
ジ
ア
仏
教
史
第
卜
四
巻
―

日
本
Ⅵ
　
近
代
国
家
と
仏
教
―
』
編
集
委
員

¨
末
本
文
美
ｌｆ
、

尾
剛
次

・
佐
藤
弘
夫

・
林
淳

ｏ
人
久
保
良
峻
、
佼
成
出
版
社
、
三
〇

一
一
年
）［

（９
）
『護
法
小
品
」
、
前
掲
、
三
ｒ
裏
ロ

（Ю
）
『護
法
小
品
』
、
前
掲
、
ｌ
ｒ
裏
［

⌒Ｈ
）
『護
法
小
品
」
、
前
掲
、　
一
一
ｒ
裏
「

（‐２
）
『護
法
小
品
」
、
前
掲
、　
一
〇
Ｆ
人
［

（‐３
）
占
川
松
陰

「浮
屠
虞
淵
の
護
法
小
品
を
波
む
」
⌒山
口
県
教
育
会
編
纂

『占
田
松
陰
令
集
』
第
二
巻
、
大
和
書
房
、　
一
九
七
四
年
）
ｉ
四

一
頁
ｒ

（‐４
）
『易
経
」
「繋
辞
Ｌ
伝
」
の

「形
面
上
者
洲
之
道

形
面
ド
考
謂
之
器
」
と
い
う
記
述
に
依
拠
す
る
と
、
「道
」
は
世
界
万
物
の
本
質
、
根
源
で
あ
り
、

形
の
な
い
も
の
と
さ
れ
る
　
そ
の
形
の
な
い
も
の
が
実
体
の
あ
る
も
の
に
変
遷
し
た
場
合
、
『易
経
」
は
そ
の
状
態
を

「形
面
ド
」
と
し
、
そ
の
状

態
に
あ
る
物
質
を

「
器
」
と
呼
ぶ
‐
し
た
が

っ
て

「道
」
は

「
器
」
に
対
し
て
優
越
し
て
い
る
‐
本
項
は
桐
原
健
真
東
北
大
学
大
学
院
助
教
よ
り

教
示
を
受
け
た
「
記
し
て
謝
意
を
中
し
Ｌ
げ
る

（‐５
）
宮
澤
正
典

「危
機
意
識
と
し
て
の
排
耶
蘇
と
反
猶
太
Ｌ

同
志
社
入
学
人
文
科
学
研
究
所
編

「排
耶
論
の
研
究
』
教
文
館
、　
一
九
八
九
年
）
ｌ
四
圧
頁
］

（‐６
）
宮
洋
正
典
、
前
掲
占
、
三
四
六
～
ｌ
四
Ｌ
頁
」

（‐７
）
宮
洋

―ｌｉ
典
、
前
掲
占
、
三
圧
＾
頁^
¨

（‐８
）
『斥
邪
漫
筆
』
は
慶
応
．几
年

（
一
人
六
圧
）
に
衛
道
書
犀
か
ら
同
行
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
冒
頭
に
は

「
縁
起
」
と
題
す
る
序
文
が
あ
り
、
そ
こ
に

は

「
甲
ｒ．
秋
Ｈ
」
と
あ
る
の
で
、
超
然
が
本
書
を
著
し
た
の
は
元
治
元
年

（
一
八
六
四
）
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
¨
著
考
名
は

「斥
邪
漫
筆
』
『斥

邪
（
筆^
」
「寒
更
霰

‥
…――
』
『斥
邪
ｉ
筆
』
と
も

「
深
慨
隠
ｌｆ
」
と
よ
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
超
然
の
け
の

一
つ
で
あ
る
ぃ

（‐９
）
「斥
邪
漫
筆
縁
起
」
亀
斥
邪
漫
筆
」
衛
道
占
犀
、　
一
人
六
五
年
）
「

（２０
）
小
洋
ｉ
郎

「中
国
在
留
耶
蘇
教
宣
教
師
著
作
の
切
支
丹
禁
制
ド
に
お
け
る
日
本

へ
の
移
人
―
特
に
破
邪
書
を
通
し
て
み
た
る
―

」
（小
洋
．．
郎

『幕

末
明
治
耶
蘇
教
史
研
究
』
日
本
基
瞥
教
団
出
版
局
、　
一
九
七
１
年
）

一
四
ｉ
頁
』

編
集
1務

カ

松
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（２‐
）
『破
邪
集
』
（安
政
三
～
１
年
同
行
）
は
水
戸
藩
ｌｉ
徳
川
斉
昭
の
命
で
キ
リ
ス
ト
教
排
斥
の
た
め
に
、
明
の
徐
――
治
が
編
纂
し
た

『聖
朝
破
邪
集
』
八

巻
を
翻
刻
し
た
も
の
ぃ
中
国
明
木
の
排
耶
論
を
集
成
し
た
も
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
情
報
を
大
手
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

っ
た
江
戸
時
代

に
お
い
て
は
貴
重
な
文
献
で
あ
り
、
幕
末
期
に
お
け
る
排
耶
論
の
形
成
に
大
き
く
貢
献
し
た
ぃ

（２２
）
杞
憂
道
人
は
浄
■
宗
の
養
鵬
徹
定
の
別
け
［
『聞
邪
管
見
録
』
（文
久
二
年
同
行
）
は
杞
憂
道
人
が
江
戸
初
期
以
来
の
排
耶
論
に
関
す
る
文
献
を
集
成

し
て
翻
刻
し
た
も
の
］
『翻
刻
聞
邪
集
』
⌒文
久
元
年
刊
行
）
は
杞
憂
道
人
が
明
代

・
清
代
の
排
耶
論
を
翻
刻
し
た
も
の
［

（２３
）
『斥
邪
三
筆
」
は
慶
応
二
年

（
一
八
六
六
）
に
衛
道
古
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
序
文
は
な
い
も
の
の
文
末
に
後
序
が
あ
る
ぃ

（２４
）
『斥
邪
一
．筆
』
（衛
道
書
犀
、　
一
八
六
六
年
）

一
Ｆ
表
～
一
ｒ^
裏
ぃ

（２５
）
コ
ボ
ル
ド

（中
国
名

一
紆
伯
播
義
）
は
イ
ギ
リ
ス
の
官
．教
師
で
、　
一
人
四
八
年
か
ら

一
人
圧
Ｌ
年
に
か
け
て
、
Ｌ
海

・
寧
波
を
中
心
に
伝
道
活
動

を
行
い
、
こ
の
間
に
卜
冊
の
中
国
語
著
作
を
刊
行
し
た
‘，

（２６
）
『小
学

―ｌｉ
宗
』
は
、
コ
ボ
ル
ド
が

一
八
圧
六
年
に
Ｌ
海
で
同
行
し
た
中
国

‥
―――
著
作
で
、
間
答
形
式
で
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
解
説
し
た
も
の
“

（２７
）
『斥
邪
二
筆
』
、
前
掲
、
四
Ｆ
裏
～
圧
Ｆ
裏
］

（２８
）
『斥
邪
三
筆
』
、
前
掲
、
六
ｒ
裏
．

（２９
）
『斥
邪
二
筆
」
、
前
掲
、　
一
．ｌ
ｒ
衣
裏
¨

（３０
）
占
田
寅

「中
国
語
キ
リ
ス
ト
教
書
の
流
人
と
仏
教
界
の
対
応

―

幕
末

・
明
治
初
年
を
中
心
と
し
て
―

」
氏
仏
教
史
学
研
究
』
第
ｉ
三
巻
第

一
け
、

一
九
八
九
年
）
［

⌒３‐
）
『寒
更
霰
語
』
の
冒
頭
に
は
、
Ｌ
海
―
・
―
・
１
海
書
館
同
行
の

『新
約
全
占
』
■

八
圧
五
年
版
）、
『旧
約
全
占
』
■

八
圧
八
年
版
）
を
関

‥
―売
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
ぃ

（３２
）
『天
道
洲
原
』
は
、
マ
ル
テ
ィ
ン

（中
国
名

一
Ｆ
題
良
）
に
よ
る
中
国
語
著
作
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
証
拠
論
に
基
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
解
説
書
〕

（３３
）
明
治
元
年

（
一
人
六
八
）
に
衛
道
書
犀
か
ら
出
版
さ
れ
た

『寒
更
霰
語
』
は
、
Ｌ
ド
．
一巻
か
ら
な
る
］
―‐
巻
の
冒
頭
に
は
序
文
が
あ
り
、
ド
巻
の

末
尾
に
は
、
超
然
が
没
し
た
こ
と
に
よ
り
、
米
完
の
書
と
な

っ
た

『斥
邪
ｉ
筆
』
の
冒
頭
部
分
が
付
載
さ
れ
て
い
る
ぃ

（３４
）
イ
ン
ス
リ
ー

（中
国
名

一
応
思
理
）
は
、
ア
メ
リ
カ
長
老
教
会
の
官
．教
師
で
、　
一
八
五
六
年
か
ら

一
八
六
六
年
ま
で
中
国
に
渡

っ
て
、
各
地
で
伝

道
活
動
を
行

っ
た
ぃ

（３５
）
『聖
教
鑑
略
』
は
、
イ
ン
ス
リ
ー
が

一
八
六
〇
年
に
寧
波
で
同
行
し
た
中
国
語
キ
リ
ス
ト
教
占
で
あ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
立
場
か
ら
キ
リ
ス
ト

教
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
］
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（３６
）
『寒
更
霰
語
』
下
巻

（衛
道
占
犀
、　
一
八
六
八
年
）

一
丁
表
～
二
丁
裏
．

（３７
）
『寒
更
霰
語
』
ド
巻

（前
掲
）
の
末
尾
に
は
、
『斥
邪
ｉ
筆
』
の
冒
頭
部
分
が
付
さ
れ
て
い
る
。

⌒３８
）
海
原
徹

『月
性

―

人
間
到
る
処
青
山
有
り

―

』
Ｔ

ネヽ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
三
〇
〇
五
）
一
ｆ
ｆ
一頁
。

（３９
）
超
然
は
月
性
を
広
如
に
推
挙
す
る

一
件
に
つ
い
て
、
か
な
り
前
か
ら
綿
密
に
そ
の
計
画
を
進
め
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
超
然

「
Ｈ
記
」
共
ｉ
卜
七

『丙
辰
Ｈ
録
』
（滋
賀
県
東
近
江
市
福
堂
町
覚
成
キ
蔵
）
に
は
、
安
政
三
年
六
月
十
三
日

「過

教
宗

内
談
、
月
性

一
件
」
と
あ
る
の

⌒４０
）
翠
紅
館
は
、
人
保
年
間
に
西
本
願
■
の
所
有
と
な
り
、
西
本
願
■
の
別
邸
と
し
て
、
客
人
の
接
待
な
ど
に
利
用
さ
れ
た
ぃ
月
性
は
超
然
の
斡
旋
で
、

安
政
１
年
か
ら

一
年
間
、
翠
紅
館
に
滞
在
し
て
い
た
。
安
政
年
間
に
超
然
と
月
性
が
翠
紅
館
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
翠
紅
館
は
次
第
に

勤
ｌｉ
の
志
ｌｆ
た
ち
の
会
合
場
所
と
な
り
、
文
久
１
年
に
は
長
州
藩
桂
小
圧
郎
、
久
留
米
藩
典
本
和
泉
ら
各
藩
の
代
表
考
が
集
ま
り
、
こ
こ
で
討
幕

計
画
が
練
ら
れ
た
ぃ
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
翠
紅
館
会
議
で
あ
る
［

⌒４‐
）
超
然
は
広
如
の
命
で
弟
の
宏
遠
と
と
も
に
翠
紅
館
に
滞
在
し
、
嘉
永
四
年
か
ら
安
政
元
年
ま
で

『真
宗
法
要
典
拠
』
‥
十

一
巻
の
校
補
を
行

い
、

翌
安
政
二
年
か
ら
安
政
五
年
ま
で
本
書
の
校
刻
を
脩
し
た
．

⌒４２
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「真
宗
排
耶
論
に
関
す
る

一
考
察

―

超
然
と
月
性
を
中
心
と
し
て
―

」
民
龍
谷
大
学
入
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第

１
卜
集
、
三
〇
〇
八
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
ぃ

（４３
）
拙
稿

「幕
末
期
西
本
願
キ
と

『仏
法
護
口
論
』
を
め
ぐ

っ
て
―

月
性

「護
法
意
見
封
事
」
と
の
相
違
に
つ
い
て
―

」
民
仏
教
史
学
研
究
』
第
圧
ｉ

巻
三
け
、
三
〇

一
一
年

）
参
照
［

（４４
）
『人
谷
大
学
百
年
史
』
通
史
編

（人
谷
入
学
、
三
〇
〇

一
年
）
．１
八
頁
（

（４５
）
『人
谷
大
学
百
年
史
』
通
史
編
、
前
掲
、
１
八
～
ｉ
九
頁
“

（４６
）
信
楽
峻
麿

「明
治
真
宗
教
学
史
の

一
断
層

―

キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
決

―

」
島
顕
真
学
苑
論
集
』
第
四
人
け
、　
一
九
圧
六
年
）〔

（４７
）
ｉ
明
智
彰

「
明
治
初
期
の
真
宗
人
谷
派
に
お
け
る
研
究
教
育
と
そ
の
体
制

―

護
法
場

・
学
校
組
織
を
中
心
に
■

『真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要
』

第
卜

一
け
、　
一
九
九

１^
年
）］

（４８
）
ジ

エ
ー
ム
ズ

・
Ｅ

・
ヶ
テ
ラ
ー
は
、
近
代
的

「
仏
教
」
言
説
は
、
明
治
初
期
の
廃
仏
毀
釈
を
念
頭
に
置

い
て
成
軌
し
た
も
の
で
あ
り
、
廃
仏
毀
釈

そ
の
も
の
は
、
近
世
後
期
の
排
仏
論
の
枠
組
み
で
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
ぃ
（ジ
ュ
ー
ム
ス

・
Ｅ

・
ヶ
テ
ラ
ー
著

『邪
教
　
殉

教
の
明
治

―

廃
仏
毀
釈
と
近
代
仏
教
』
（岡
田
雅
彦
訳
、
ぺ
り
か
ん
社
、
１
０
０
六
年
）］
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